
証券コード　7076
2021年12月９日

株　主　各　位
名古屋市中村区名駅一丁目１番１号

ＪＰタワー名古屋

名 南 Ｍ ＆ Ａ 株 式 会 社
代表取締役社長 篠 田 康 人

１．日 時 2021年12月24日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

２．場 所 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー名古屋３階
カンファレンスホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照くださ
い。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第７期（2020年10月１日から2021年９月30日まで）事業報告及

び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

第７期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第７期定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申しあげます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、本総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただきた
く、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年12月23日（木曜日）午後６時ま
でに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
　また、ご来場される場合においては、ご自身の体調をご確認の上、感染症予
防・拡大防止のためマスク着用等のご配慮をお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎なお、事業報告及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、
修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.meinan-ma.com/）に掲載させていただきます。

◎本総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解
くださいますようお願い申しあげます。
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(2020年10月１日から
2021年９月30日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的

な流行により、製造業等において一定の回復の兆しはみられるものの、完

全失業率の上昇や個人所得の減少による消費の減退、企業の設備投資の慎

重化等、先行き不透明な状況が続いております。

　Ｍ＆Ａ業界においては、東京商工リサーチの「2020年後継者不在率調

査」によると、中小企業の半数以上である57.5％の企業が後継者不在とな

っているほか、企業の休廃業・解散件数は、2019年43,348社、2020年

49,698社と新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業の再構築の重要性

が高まっている状況となっております。

　これに対処するため、中小企業庁が、中小企業の貴重な経営資源が散逸

することの回避及び事業再構築を含めた生産性の向上を目的とした「中小

Ｍ＆Ａ推進計画」を策定し、官民のＭ＆Ａ支援機関の連携強化が求められ

る状況となっております。また、中小企業が安心してＭ＆Ａに取り組める

基盤を構築するため、Ｍ＆Ａ支援機関に係る登録制度が創設されるなど、

業界としてはますますの活況が予想されます。

　このような情勢のなか、当社においては2021年４月に、より機動的・効

率的な営業活動とアドバイザーのコンサルティング力強化のため組織改正

を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら、収益基

盤である金融機関や会計事務所等の提携先への研修会や勉強会の実施によ

る一層の連携強化に取り組みました。このほか、医療業界Ｍ＆Ａに関する

書籍の出版により同業界における当社の認知度向上、Ｍ＆Ａの基本プロセ

スをわかりやすく解説するマンガ本を出版し、Ｍ＆Ａに関する啓蒙活動に

努めております。また、令和３年度税制改正「経営資源の集約化に資する

税制」の創設に対応したセミナーや、東京証券取引所の市場再編を受け

「ＩＰＯとＭ＆Ａを考える」セミナーを行うなど環境の変化に合わせた情

報の提供を行い将来的なＭ＆Ａニーズの発掘に努めました。
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　また、「地域に根ざしたＭ＆Ａ会社」として、さらなる信頼度、認知度

向上を図るとともに、より優秀な人材を確保するため、2020年12月17日に

名古屋証券取引所市場第二部へ市場変更いたしました。さらには、静岡方

面における営業活動の充実を目指し、2021年10月より静岡オフィスを開所

いたします。前事業年度に引き続き、積極的な採用活動を継続するととも

に、人材の定着化を図ってまいります。なお、当事業年度末におけるＭ＆

Ａコンサルタント数は31名であります。

　この結果、当事業年度においては56件の案件が成約し（前期比５件減

少）、売上高は1,365百万円（前期比9.2％増）、営業利益は255百万円

（同30.9％減）、経常利益は245百万円（同31.0％減）、当期純利益は160

百万円（同29.9％減）となりました。

　なお、当社はＭ＆Ａ仲介事業の単一セグメントであるため、セグメント

ごとの記載はしておりません。

②　設備投資の状況

　当事業年度は、什器備品の有形固定資産の取得を中心に、総額２百万円

の設備投資を実施いたしました。

③　資金調達の状況

　当事業年度中に、当社は、2021年１月14日付で第三者割当増資（オーバ

ーアロットメントによる売出し）により13,600株の株式を発行し、83百万

円の資金調達を行いました。

(2) 対処すべき課題

①　人材の確保・育成

　当社では、Ｍ＆Ａニーズが増加する経営環境下において、Ｍ＆Ａアドバ

イザーの採用と育成が最も重要な経営課題であると認識しております。特

に当社の強みである、通常の事業法人とは異なる制度運営が求められる

「医療・介護」業界等、専門性を持つ人材の確保や育成が必要となりま

す。

　この課題を解決すべく、採用に関しては、即戦力となるＭ＆Ａ業務経験

者や金融機関、会計事務所での勤務経験がある人材を中心に中途社員も積

極的に採用してまいります。また、育成に関しては、先輩社員との同行訪

問等を中心に取り組むとともに、定期的な社内勉強会や外部研修受講等も

強化してまいります。
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②　地域密着及びＭ＆Ａ啓蒙活動の強化

　当社は、60年近くの歴史がある名南コンサルティングネットワークに属

し、これまで東海地方（愛知、岐阜、三重、静岡）を中心に営業活動を行

っております。東海地区においては、一定程度の認知度があるものの、各

拠点も含めたさらなる認知度の向上が課題であると認識しております。

　この課題を解決すべく、事業承継を主軸に多種多様なＭ＆Ａニーズの発

掘を目的とした勉強会やセミナーを提携先金融機関及び会計事務所等に対

して実施し、東海地区のＭ＆Ａ市場の第一人者となるべく、Ｍ＆Ａの啓蒙

活動を継続的に実施してまいります。

③　活動エリアの拡大

　当社は、東海地方に本店を置いているすべての地方銀行及び多くの信用

金庫と業務提携をしております。そのため、受託案件も東海地方に集中し

ており、今後さらなる事業拡大を図る上で、東海地方以外のエリアでの営

業基盤の構築が課題であると認識しております。

　この課題を解決すべく、全国展開している金融機関と業務提携し、関係

強化を図っております。また、名南コンサルティングネットワークのグル

ープ会社である株式会社名南経営ソリューションズが全国の会計事務所向

けに情報共有及び各種経営ツールを提供するインターネットサービスを展

開しております。これらのサービスのユーザーである会計事務所と連携し

てＭ＆Ａ案件の発掘に取り組む等、営業活動における関係性を強化してい

く方針であります。

　なお、関西圏の営業基盤を構築すべく2019年４月に大阪市西区に開設し

た大阪オフィスにおいては、提携先の増加・アドバイザーの増員を図り、

更なる認知度向上と営業基盤を確固たるものにすべく営業活動を行ってま

いります。

④　Ｍ＆Ａ対象分野の拡充

　現在、中小企業の後継者問題解決のための事業承継Ｍ＆Ａを主としてＭ

＆Ａ市場は活性化しております。しかし、事業承継のみならず、スタート

アップ企業のイグジット、企業の事業拡大、事業再生など、時代の変化に

応じたニーズに対応することが課題であると認識しております。

　この課題を解決すべく、多種多様なＭ＆Ａニーズの対応を行えるよう

に、名古屋市のなごのキャンパスなどスタートアップ支援拠点等と連携

し、セミナー及び勉強会の開催などを実施しつつ、新たなＭ＆Ａを利用し
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たスキームの認知度向上、ニーズの発掘及び啓蒙活動を実施してまいりま

す。

⑤　社会的信用力の向上

　近年、Ｍ＆Ａ市場は新規参入が相次いでおります。中小企業庁により創

設された、Ｍ＆Ａ支援機関に係る登録制度において、2021年10月に最終発

表された登録数全2,278件、そのうち法人は1,700件、個人事業主は578件

となっております。またＭ＆Ａ専門業者(仲介・ＦＡ含む)は938件となっ

ておりＭ＆Ａ支援機関が乱立する市場環境の中、お客様より選ばれるため

には他社との差別化、当社の社会的信用力の向上が課題であると認識して

おります。

　この課題を解決すべく、当社は東海地域に根差した地域密着のＭ＆Ａ専

門業者として、名南コンサルティングネットワークの理念である「自利利

他」の精神を念頭に、顧客に寄り添う高品質なサービス提供の追及が、他

社との差別化及び社会的信用力の向上に繋がり、ひいては業界全体の健全

な発展に資すると考えております。

　そのため、名南コンサルティングネットワーク及び提携先との連携を密

にし、当地域のＭ＆Ａニーズをいちはやく拾い上げ、専門性の高い、お客

様に寄り添うサービスを提供してまいります。

⑥　案件マッチング力の強化

　Ｍ＆Ａには売手と買手の両者が必要となりますが、その両者をマッチン

グするためには提携先金融機関や会計事務所等の紹介のみではなく、シス

テム化された仕組みを使用することで効率的かつ有効なマッチングを行う

ことが可能となります。また、当社の受託案件の大半は、金融機関等の提

携先からの紹介案件であり、顧客企業から直接当社にご相談いただく案件

の割合は低い状況が続いております。紹介案件と直接相談案件をバランス

よく受託し、マッチング力の向上を図ることが課題であると認識しており

ます。

　この課題を解決すべく、より効率的なシステムの構築やダイレクトアプ

ローチ等を取り入れた営業活動を実施してまいります。
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区 分
第 ４ 期

2018年９月期
第 ５ 期

2019年９月期
第 ６ 期

2020年９月期

第 ７ 期
(当事業年度)
2021年９月期

売 上 高（千円） 469,260 800,964 1,250,362 1,365,693

経 常 利 益（千円） 33,903 236,298 356,207 245,889

当 期 純 利 益（千円） 22,993 154,912 228,536 160,252

１株当たり当期純利益 （円） 8.74 58.91 75.35 51.02

総 資 産（千円） 211,295 492,307 1,216,818 1,338,645

純 資 産（千円） 167,116 321,555 1,002,895 1,230,436

１株当たり純資産額 （円） 63.55 122.28 321.30 390.80

(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）当社は、2019年８月８日付で普通株式１株につき50株の割合、2021年２月１日付で

普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第４期の期首に当該

株式分割が行われたものと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額

を算定しております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　当社の親会社は株式会社名南経営コンサルティングであり、同社は当社

の株式を1,777,600株（議決権比率56.47％）保有しております。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

③　その他重要な企業結合等の状況

　該当事項はありません。

事 業 部 門 事 業 内 容

Ｍ＆Ａコンサルティング事業 Ｍ＆Ａの仲介及びコンサルティング

(5) 主要な事業内容（2021年９月30日現在）
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名 称 所在地

本 社 名古屋市中村区

大 阪 オ フ ィ ス 大阪市西区

(6) 主要な営業所（2021年９月30日現在）

従 業 員 数 前 期 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

40名 ３名増 38歳１ヶ月 ３年１ヶ月

(7) 従業員の状況（2021年９月30日現在）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者を含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（2021年９月30日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 10,400,000株

(2) 発行済株式の総数 3,148,900株

(3) 株主数 1,570名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社名南経営コンサルティング 1,777,600株 56.46％

水 野 　 克 也 45,000 1.43

Ｍ Ｓ Ｉ Ｐ 　 Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ
Ｓ Ｅ Ｃ Ｕ Ｒ Ｉ Ｔ Ｉ Ｅ Ｓ

44,000 1.40

秋 吉 　 博 文 33,300 1.06

今 給 黎 　 孝 23,500 0.75

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 21,300 0.68

櫻 田 　 浩 紀 20,000 0.64

高 原 　 一 雄 20,000 0.64

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 20,000 0.64

株 式 会 社 豊 島 製 作 所 17,800 0.57

２．株式に関する事項（2021年９月30日現在）

(4) 大株主

（注）持株比率は自己株式（411株）を控除して計算しております。

(5) その他の株式に関する重要な事項

　2021年１月14日を払込期日とする第三者割当（オーバーアロットメントに

よる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式13,600株の発行によ

り、発行済株式の総数は13,600株増加し、増加後の発行済株式の総数は

1,574,450株となりました。

　また、2021年２月１日を効力発生日として普通株式１株に付き２株の割合

で株式分割を行っております。当該株式分割後の発行済株式の総数は

3,148,900株となっております。

３．新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 篠 田 康 人

取 締 役 青 木 将 人 情報開発本部 本部長 兼 営業支援部 部長

取 締 役 櫻 田 貴 志 事業戦略本部 本部長 兼 事業開発部 部長

取 締 役 森 　 鋭 一 春日井市監査委員

常 勤 監 査 役 南 川 剛 廣

監 査 役 若 山 哲 史 若山・大井総合法律事務所　代表

監 査 役 大 倉 　 淳
公認会計士大倉会計事務所　代表
株式会社コプロ・ホールディングス
社外監査役

氏 名 異 動 前 異 動 後 異動年月日

青 木 将 人
取締役　経営管理部
部長

取締役 情報開発本部
本部長 兼 営業支援部 部長

2021年４月１日

櫻 田 貴 志
取締役　事業統括本部 
本部長

取締役 事業戦略本部
本部長 兼 事業開発部 部長

2021年４月１日

４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2021年９月30日現在）

（注）１. 当事業年度中の取締役の地位・担当及び重要な兼職の異動状況は次のとおりで

あります。

２. 森鋭一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３. 若山哲史氏及び大倉淳氏の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。

４. 監査役若山哲史氏は弁護士として、高い専門性と豊富な経験を有するものであ

ります。

５. 監査役大倉淳氏は公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６. 森鋭一氏、若山哲史氏及び大倉淳氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。

７. 社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はあり

ません。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結していま

す。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、非業務執行取締役及

び監査役いずれも、会社法第425条第１項に定める額としています。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　当社は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報

酬総額の最高限度額を決定しており、2016年12月22日定時株主総会での決議

により、取締役が年額100百万円以内、監査役が年額30百万円以内となって

おります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は取締役が４名、監査役が

１名であります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を内規によ

り定めております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について報

酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された

決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ

ると判断しております。

　各監査役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲

内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役の協議に

より決定しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおり

です。

イ．基本報酬に関する方針

　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関し、取締役会において業

績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態等を総合的に勘案し、社外取

締役及び社外監査役からの客観的な意見を踏まえ、基本報酬を決定するも

のとしております。

ロ．業績連動報酬に関する方針

　現時点では、業績連動報酬制度を採用しておりませんが、単年度及び中

期事業計画に基づき、売上高、経常利益（率）、各成長率、ＲＯＥの達成

状況を総合的に勘案し支給することができるものとしております。

ハ．非金銭報酬に関する方針

　現時点では、非金銭報酬制度を採用しておりません。
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役員区分
報酬等の

総額

報酬等の種類別の総額
対象となる

役員の員数基本報酬
業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役 54,765千円 54,765千円 － － 4名

（うち社外取締役） (3,000千円) (3,000千円) － － （1名）

監査役 9,900千円 9,900千円 － － 3名

（うち社外監査役） (3,600千円) (3,600千円) － － （2名）

合計 64,665千円 64,665千円 － － 7名

（うち社外役員） (6,600千円) (6,600千円) － － （3名）

ニ．報酬等の割合に関する方針

　現時点では、基本報酬のみとしておりますが、業績連動報酬を支給する

場合には、各役員の役位、功績等を総合的に勘案し、取締役会にて審議す

るものとしております。

ホ．取締役に対し報酬を与える時期又は条件に関する方針

　当社の基本報酬は毎月定額の金銭報酬としております。

へ．報酬等の決定の委任に関する事項

　該当事項はありません。

ト．上記のほか報酬等の決定に関する事項

　該当事項はありません。

②当事業年度に係る報酬等の総額

（注）取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。
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地 位 及 び 氏 名
主な活動状況及び社外役員に期待

される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 森 　 鋭 一

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席い

たしました。主に長年にわたり携わった政策立案等

の経験で培った知識や見地から、当社の経営上有用

な指摘、意見を述べております。

社外監査役 若 山 哲 史

当事業年度に開催された取締役会16回全てに、ま

た、監査役会13回全てに出席いたしました。弁護士

としての専門的見地から、取締役会における意思決

定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っ

ております。また、監査役会において、適宜必要な

発言を行っております。

社外監査役 大 倉 　 淳

当事業年度に開催された取締役会16回全てに、ま

た、監査役会13回全てに出席いたしました。公認会

計士としての専門的見地から、取締役会における意

思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を

行っております。また、監査役会において、適宜必

要な発言を行っております。

(5) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動内容
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,140千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,140千円

５．会計監査人の状況

(1) 名称

　　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務

以外の業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

　当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議

し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針につ

いては、環境の変化に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針

の概要は次のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び使用人へ

の周知・徹底を行う。

・当社の取締役及び使用人は「コンプライアンス管理規程」に従い、法

令、定款及び社会規範を遵守した行動をとる。

・「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する取組

みについて統括するとともに、社内でのコンプライアンスの周知徹底を

図る。

・コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通

報窓口に関する規程」を制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置

することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努めている。また、不

正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者

等の保護義務を定めている。

・「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査担当者による内部監査

を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が適切に行われているか検証

する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

・「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務

に係る重要書類を適切に保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役は

これらの文書を常時閲覧することができる。

・不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業

秘密管理規程」及び「個人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関す

る情報の適切な管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とす

る「リスク管理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメ

ント・システムの構築に努める。
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・「コンプライアンス委員会」を原則として年４回開催し、広範なリスク

管理についての協議を行い、リスクへの対策を検討する。

・緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収

集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決

に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、「取締役会規程」に基づき、１ヵ月に１回開催するほか、

必要に応じて随時開催する。

・意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権

限規程」及び「稟議規程」に従って、効率的に職務の執行を行う。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

・当社と親会社及び子会社との取引を行う場合には、取引の合理性及び取

引条件の妥当性を検証し、それらが担保される場合にのみ行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する

事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協

議の上、人数及び権限等を決定し、任命する。

・当該使用人の人事評価・異動については、監査役の意見を尊重した上で

行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす

事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認

識した場合は、速やかに監査役に報告する。

・取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執

行状況を報告する。

・内部監査担当者は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。

・監査役に対する報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないものとする。
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⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査担当者との連携

が図れる環境の整備により、取締役及び使用人との適切な意思疎通及び

監査業務の実効性を確保する。

・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求める

ことができる。

・監査役の職務を執行する上で必要となる費用は、会社が支払うものとす

る。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

・「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営の

ため、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断

固としてこれを拒否する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報

告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこと

とする。

　また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是

正を行うこととする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況等の概要は、下記のとおりで

あります。

① 取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役

の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、社外取締役１名が出席

しております。

　また、コンプライアンス意識を高めるため、コンプライアンス委員会

を開催するとともに、役職員に対し、必要な研修を行っております。社

内規程等は常時見直しを行い更新するとともに、その内容を周知し、常

時確認できるようにしております。

② 監査役会は13回開催され、社外監査役２名が出席しております。監査役

は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代

表取締役社長及び他の取締役、内部監査担当者、監査法人との意見交換

会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、当社の各部門への監査を実

施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
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資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

　

1,262,398

1,244,054

1,937

2,442

12,699

1,265

76,246

15,458

8,696

6,761

3,408

3,408

57,379

4,384

1,000

41,749

10,244

　

流 動 負 債 108,208

未 払 費 用 42,267

未 払 法 人 税 等 26,592

未 払 消 費 税 等 5,964

預 り 金 18,936

賞 与 引 当 金 14,420

そ の 他 27

負 債 合 計 108,208

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,228,893

資 本 金 310,710

資 本 剰 余 金 276,880

資 本 準 備 金 270,710

その他資本剰余金 6,170

利 益 剰 余 金 642,483

利 益 準 備 金 320

その他利益剰余金 642,163

繰越利益剰余金 642,163

自 己 株 式 △1,180

評価・換算差額等 1,543

その他有価証券評価差額金 1,543

純 資 産 合 計 1,230,436

資 産 合 計 1,338,645 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,338,645

貸　借　対　照　表

（2021年９月30日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2020年10月１日から
2021年９月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 1,365,693

売 上 原 価 781,993

売 上 総 利 益 583,700

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 327,758

営 業 利 益 255,941

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 39

そ の 他 0 39

営 業 外 費 用

市 場 変 更 費 用 7,991

株 式 交 付 費 2,100

そ の 他 0 10,092

経 常 利 益 245,889

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 587 587

税 引 前 当 期 純 利 益 245,302

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 83,276

法 人 税 等 調 整 額 1,772 85,049

当 期 純 利 益 160,252

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2020年10月１日から
2021年９月30日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利
益剰余金 利　益

剰余金
合　計繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 269,094 229,094 6,170 235,264 320 497,517 497,837 △817 1,001,378

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 41,616 41,616 41,616 83,232

剰余金の配当 △15,606 △15,606 △15,606

当 期 純 利 益 160,252 160,252 160,252

自己株式の取得 △363 △363

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 41,616 41,616 － 41,616 － 144,645 144,645 △363 227,514

当 期 末 残 高 310,710 270,710 6,170 276,880 320 642,163 642,483 △1,180 1,228,893

評価・換算差額等

純資産
合　計

そ の 他
有価証券
評　　価
差 額 金

評価・換
算差額等
合　計

当 期 首 残 高 1,517 1,517 1,002,895

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 83,232

剰余金の配当 △15,606

当 期 純 利 益 160,252

自己株式の取得 △363

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

26 26 26

当期変動額合計 26 26 227,540

当 期 末 残 高 1,543 1,543 1,230,436

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　８～18年

工具器具備品　　　３～20年

無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

４．引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

　なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないた

め、貸倒引当金を計上しておりません。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上

しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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有形固定資産の減価償却累計額 21,333千円

関係会社に対する金銭債務

　短期金銭債務 671千円

関係会社との取引高

　営業取引による取引高

　　売上高

　　売上原価

　　販売費及び一般管理費

10千円

5,900千円

3,885千円

（未適用の会計基準等に関する注記）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基

準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３

月26日　企業会計基準委員会）

１．概要

　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを

適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

２．適用予定日

　2022年９月期の期首より適用予定であります。

３．当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による計算書類に与える影響は、軽微で

あります。

（貸借対照表に関する注記）

（損益計算書に関する注記）
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普通株式 3,148,900株

普通株式 411株

決 議 株式の種類 配当金の総額
１ 株 当 た り
配 当 額

基 準 日 効力発生日

20 2 0年1 2月2 4日
定 時 株 主 総 会

普通株式 15,606千円 10円 2020年９月30日 2021年12月25日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2021年12月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 15,742千円 5円 2021年９月30日 2021年12月27日

繰延税金資産

賞与引当金 4,413千円

未払事業税 2,137千円

未払費用 3,046千円

投資有価証券 1,258千円

その他 69千円

繰延税金資産計 10,925千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 680千円

繰延税金負債計 680千円

繰延税金資産の純額 10,244千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

２．当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

　(注)当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って

おります。

３．剰余金の配当に関する事項

（1）配当金の支払額

　(注)当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って 

おります。１株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の

額を記載しております。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になる

もの

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

－ 22 －



（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社は、一時的な余資は主に預金を中心に安全性の高い金融資産で運用し、デリ

バティブ等投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券

は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入保証金は主

に本社オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されて

おります。営業債務である未払費用及び預り金は、そのほとんどが１ヵ月以内の支

払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、取引に先立ち顧客の信用リスクを把握し、信用リスクの

高い取引先とは取引を行わない方針とするとともに、毎月取引先毎に回収状況及

び債権残高を管理することによって、回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。差入保証金については、賃貸借契約に際し差入先の信用状況を把握しており

ます。

②　市場リスクの管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有

状況を継続的に見直しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額を含めることとしております。当該価額の算定においては、

変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額

が変動することがあります。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現 金 及 び 預 金 1,244,054 1,244,054 －

(2) 売 掛 金 1,937 1,937 －

(3) 投 資 有 価 証 券 3,996 3,996 －

資 産 計 1,249,987 1,249,987 －

(1) 未 払 費 用 42,267 42,267 －

(2) 未 払 法 人 税 等 26,592 26,592 －

(3) 未 払 消 費 税 等 5,964 5,964 －

(4) 預 り 金 18,936 18,936 －

負 債 計 93,760 93,760 －

区 分 2021年９月30日

非 上 場 株 式 388

差 入 保 証 金 41,749

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません

（（注）２．参照）。

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債

(1) 未払費用、(2) 未払法人税等、(3) 未払消費税等、(4) 預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

　非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見

積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

　差入保証金については、市場価格がなく、実質的な残存期間を算定することが
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現 金 及 び 預 金 1,244,054 － － －

売 掛 金 1,937 － － －

合 計 1,245,991 － － －

１株当たり純資産額 390円80銭

１株当たり当期純利益 51円02銭

困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積り、時価を把握することが極め

て困難と認められるため、上表には含めておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

（関連当事者との取引に関する注記）

１．関連当事者との取引

　　該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　株式会社名南経営コンサルティング（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

  (注) 当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ってお

ります。当該株式分割については、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定

し、１株当たり当期純利益を算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2021年11月15日

名南Ｍ＆Ａ株式会社

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 奥 谷 浩 之

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 橋 敦 司
　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、名南Ｍ＆Ａ株式会社の

2020年10月１日から2021年９月30日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以

下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査

の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら

れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ

の内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2020年10月１日から2021年９月30日までの第７期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務

の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、

情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施

しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま

した。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１

項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使

用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂

行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の

執行についても、指摘すべき点は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

2021年11月16日

名 南 Ｍ ＆ Ａ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 南 川 剛 廣 ㊞

社 外 監 査 役 若 山 哲 史 ㊞

社 外 監 査 役 大 倉 　 淳 ㊞

以　上

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配

当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第７期

の期末配当をいたしたいと存じます。

　　期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金５円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は15,742,445円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2021年12月27日といたしたいと存じます。
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現行定款 変更案

第１章　総則

第２条（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。

１．～４．（条文省略）

（新　設）

（新　設）

（新　設）

５．前各号に附帯又は関連する一切の事業

第１章　総則

第２条（目的）

　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。

１．～４．（現行どおり）

５．未公開企業、上場企業、投資ファンド等
に対する投資事業・経営・エクイティコ
ンサルティング

６．投資事業組合財産、投資ファンドの管理
運営業務

７．財務、将来性等の企業評価及び事業譲渡
等の財産評価業務

８．前各号に附帯又は関連する一切の事業

第２号議案　定款一部変更の件

　１．提案の理由

　　当社を取り巻く環境は著しく変化しております。そのような状況下におい

て、Ｍ＆Ａに直接関与するのみではなく、資本関係を含めた総合的なコンサル

ティングを行うことや投資事業を通じた管理運営業務、バリュエーション業務

などを通じて専門性の高いコンサルティング業務を提供すべく、現行定款第２

条に定める目的の追加を行うものであります。

　２．変更の内容

　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

以上
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会場：名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー名古屋 ３階

カンファレンスホール

TEL 052-589-2795

交通 ＪＲ名古屋駅 桜通口出口より 徒歩約１分

地下鉄東山線・桜通線 10番出口より 徒歩約１分

定時株主総会会場ご案内図
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